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武蔵野市における地域包括ケアの
現状と課題

平成25年(2013年）6月18日

武蔵野市健康福祉部長 笹井 肇

東京都社会福祉審議会検討分科会

１．武蔵野市の高齢者人口と介護保険給付等について
２．武蔵野市における地域包括ケアシステムの現状
３．地域包括ケア推進へ向けた都市自治体としての課題

資料２
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１．武蔵野市の高齢者人口と
介護保険給付等について
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武蔵野市の高齢者人口(各4月1日)
75歳以上の高齢者が65歳以上高齢者の52.5%を占める

人口
65歳以
上

75歳以
上(再掲) 高齢化率

平成19年 134,123 25,380 12,482 18.9%

平成20年 134,290 25,983 12,980 19.3%

平成21年 134,686 26,656 13,464 19.8%

平成22年 135,065 27,098 13,937 20.1%

平成23年 136,003 27,405 14,428 20.2%

平成24年 136,043 28,010 14,840 20.6%20.6%

平成25年 139,535 29,459 15,452 21.1%21.1%
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要介護認定者数の推移
65歳以上の5人に1人、75歳以上の3人に1人が要介護認定者

要介護（要支援）認定者数の推移(平成20～24年度：各年度3月31日現在）
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武蔵野市の介護保険給付の特徴
重度（要介護４～５）の居宅利用割合が全国平均を上回る

 要介護度別区分支給限度額に対する居宅サービス
利用割合（平成２５年３月審査分）

要支
援1

要支
援2

要介
護1

要介
護2

要介
護3

要介
護4

要介
護5

武蔵
野市

42.4% 31.6% 29.3% 41.2%   49.7% 60.1% 64.2%

全国 45.4% 39.6% 40.8% 48.1% 52.6% 52.8% 54.1%
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サービス種類別介護給付費推移
サ ー ビ ス 種 類 別介 護 給 付費 推 移 (平成 1 8・ 2 0・ 23 年 度 ）

訪問介護

 1,092,142

訪問介護

 1,109,161

訪問介護

 1,455,016

通所介護

492,923

通所介護

535,744

通所介護

 782,804

訪問看護

230,988

訪問看護

166,461

訪問看護

152,480

通所リハビリ

 290,054

通所リハビリ

 342,909

通所リハビリ

 422,792

福祉用具

貸与

210,759

福祉用具

貸与

 298,496

福祉用具

貸与

226,423

短期入所

 136,626

短期入所

 162,526

短期入所

 207,894 居宅介護

支援

430,055

居宅介護

支援

 341,036

居宅介護

支援

 323,660

特定施設入居者

生活介護

 593,755

特定施設入居者

生活介護

 1,101,067

特定施設入居者

生活介護

 921,597

認知症対応型

共同生活介護

 108,642

認知症対応型

共同生活介護

90,653

認知症対応型

共同生活介護

 132,224

介護老人福祉施設

1,367,050

介護老人福祉施設

1,514,351

介護老人福祉施設

1,871,926

介護老人

保健施設

 699,165

介護老人

保健施設

670,192

介護老人

保健施設

 568,956

介護療養型

医療施設

 493,369

介護療養型

医療施設

 532,527

介護療養型

医療施設

 313,936

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

平成23

年度

平成20

年度

平成18

年度

給付費(千円）

訪問介護 通所介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビ リテーショ ン

通所リハビ リテーショ ン 福祉用具貸与 短期入所 居宅療養管理指導 福祉用具購入

住宅改修 認知症対応型通所介護 夜間対応型訪問介護 小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援

特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設

総給付費
6,569,729千円

総給付費
6,856,933千円

総給付費
8,010,272千円
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在宅サービス・施設サービス共に給付額が高水準
　　　　 第１ 号被 保険 者１ 人あたり在宅 サー ビ ス・施設 サー ビス 給 付月額 （平 成24 年09 月利用 分）

全国
東京都

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区

台東区
墨田区

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区杉並区
豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市
日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

武蔵村山市

多摩市

稲城市

羽村市
あきる 野市

西東京市

6,00 0

7,00 0

8,00 0

9,00 0

1 0,00 0

1 1,00 0

1 2,00 0

1 3,00 0

1 4,00 0

1 5,00 0

1 6,00 0

1 7,00 0

1 8,00 0

1 9,00 0

5, 000 6,000 7 ,000 8,00 0 9,000 10, 000 11,000

施設サービス(補足給付含む)給付月額

在

宅
サ
ー

ビ

ス

(

地

域

密

着
含

む

)

給

付
月

額

武蔵野市
　居宅サービス：15,406円

　施設サービス：9,322円

全国
　居宅サービス：13,390円

　施設サービス：8,398円

東京都

　居宅サービス：13,817円
　施設サービス：7,289円

在宅小・施設大

在宅大・施設大在宅大・施設小

在宅小・施設小
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２．武蔵野市における地域包括ケア
システムの現状
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武蔵野市の地域包括ケアシステムは
高齢者福祉総合条例による総合的な施策体系を基礎としている

武蔵野市高齢者福祉総合条例（平成12年４月施行）

福 祉 サ ー ビ ス 利 用 料 条 例

武 蔵 野 市 介 護 保 険 条 例

【健康増進・社会参加促進施策】

○健康づくりや介護予防施策
（地域健康クラブ・不老体操）

○社会参加促進・生きがい実現の
ための施策

（老人クラブ・社会活動センター）

【介護関連施設】

日常生活支援事業（ホームヘルプ・デイ
・ショート）などの利用料を規定

○テンミリオンハウス事業（７ヶ所）
○日常生活支援事業
（自立生活支援のためのホームヘルプ
ショートステイ、食事サービス）

○認知症高齢者支援事業
(相談・啓発・見守り支援事業等）

【福祉の施設】

【利用者保護】

【介護保険施設整備】
○桜堤ケアハウス
○軽費老人ホーム

○権利擁護センター

○吉祥寺ナーシングホーム
○ゆとりえ
○ケアコート武蔵野
○さくらえん 等

○通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
○訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ）
○短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
○介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）など

【法定給付】 【ｻｰﾋﾞｽ相談調整
専門員の設置】

○苦情対応への

市独自の仕組み

住 宅 雇 用 保 健・医 療

介
護
予
防
・
生
涯
学
習

交

通

体

系

【移送サービス事業】

○レモンキャブ事業

○コミュニティバス
「ムーバス」

【居住継続支援事業】
○リバースモーゲージ
○シルバーピア
○高齢者サービスハウス
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平成12年3月に介護保険条例とともに
高齢者福祉総合条例を同時に制定

＜基本理念＞ （高齢者福祉総合条例第２条）

(1)高齢者の尊厳の尊重

(2)高齢者が住み慣れた地域で安心していきいきと暮ら
せるまちづくりの推進

(3)自助・共助・公助に基づく役割分担と社会資源の活
用、保健・医療・福祉の連携の推進

(4)市民自ら健康で豊かな高齢期を迎えるための努力

①介護保険制度は高齢者介護の一部分しか担えない

②高齢者の生活を総合的に支える「まちづくり」の目標
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高齢者福祉総合条例で規定する高齢者福祉総合条例で規定する
主要な施策主要な施策（高齢者福祉総合条例第３条～８条）

(1)介護に関する施策

①テンミリオンハウス事業
②日常生活支援事業
③補助器具貸与・住宅改善事業
④移送サービス事業
⑤居住継続支援事業
⑥地域リハビリテーション事業

(2)健康及び自立支援に関する施策

①健康増進事業
②食生活向上事業
③介護予防事業

(3)社会参加促進に関する施策
(4)サービス利用者の保護に関する施策
(5)サービス基盤整備の推進に関する施策
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テンミリオンハウス

№ 施設名 住所 電話番号

① 川路さんち 西久保1-34-2 55-6239

② 月見路 吉祥寺北町1-11-7 20-8398

③ 関三倶楽部 関前3-37-24 56-9047

④ そ～らの家 吉祥寺南町5-6-16 71-3336

⑤ きんもくせい 境4-10-4 50-2611

⑥ 花時計 境南町2-25-3 32-8323

⑦ くるみの木 中町3-25-17 38-7552

地域での見守りや社会とのつながりが必要な方の生活を支援する「近・小・軽」の施設。

テンミリオンハウスくるみの木体操プログラム

＜サービス内容＞

手芸・書道・体操・健康麻雀など
各種プログラムのほか、

子育て世代交流・喫茶・緊急ショートステイ
などを実施している施設もあります。

地域住民向けのイベントも
実施しています。

リバースモゲージによる遺贈物件などを活用し、ＮＰＯや住民
組織等が運営。市が1000万円を限度として補助。
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レモンキャブ（移送サービス）

誰もが気軽に外出できるまちを目指して、
外出が困難な方のためにできた移送サービス

～ 運転手は同じまちに住んでいる人 ～

運転手をつとめるのは、商店主を中心とした
地域の有償ボランティア。

共助による地域を支えるサービスを提供。

≪お問い合わせ先≫武蔵野市民社会福祉協議会
吉祥寺北町１-９-１（１階）℡ 23-0701

◆ ご利用できる方

高齢者や身体に障害を持つ方で
バスやタクシーなどの利用が
困難な市民の方

◆ 料金

30分ごとに800円
利用会員登録（年会費1,000円）
が必要です。
登録手続きは武蔵野市民社会福祉
協議会でできます。

～ ご利用について ～

使用している車両は、身体の自由の利かない
人にも使いやすいように配慮された
福祉型車両です。

～ 福祉型軽自動車を使用 ～
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 地域６ヶ所すべての在宅介護支援センターに

地域包括支援センター機能(ブランチ)を付加。
⇒地域包括支援センターは、要支援１・２の予防プラン作成に限定。要
介護１以上の中重度の要介護者のケアプラン作成や市独自福祉
サービスの提供、権利擁護事業などを円滑に進めるため、介護保険
法に基づく地域包括支援センター機能と老人福祉法に基づく在宅介
護支援センター機能を統合。

⇒在宅介護支援センター職員は、新規の要介護認定申請者宅を調査
員と同行訪問し、担当エリアの要支援・要介護高齢者を全件把握。

 平成21年７月より、地域包括支援センターを市役所
に統合･直営化。

⇒ 「基幹型」地域包括支援センターとして、保健・医療・福祉の連携強
化、介護予防支援業務の効率化、虐待防止や権利擁護機能を充実。

地域包括支援センターと在宅介護支援センター
（地域包括ブランチ）による重層的な地域相談体制
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吉祥寺ﾅｰｼﾝｸﾞ在宅介護
支援センター（地域包括支援
センターブランチ）

高齢者総合ｾﾝﾀｰ在宅介護支援センター

（地域包括支援センターブランチ）

桜堤ｹｱﾊｳｽ
在宅介護支援センター（地域
包括支援センターブランチ）

武蔵野赤十字
在宅介護支援センター（地域包
括支援センターブランチ）

ゆとりえ在宅介護支

援センター（地域包括支
援センターブランチ）

吉祥寺本町

在宅介護支援センター
（地域包括支援センター
ブランチ）

武蔵野市地域包括支援
センター（市役所）

小地域完結型地
域相談ケア体制
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武蔵野市第五期長期計画の重点施策「地域
リハビリテーションの推進」に基づく地域連携

●地域リハビリテーション推進協議会（＝高齢者・障害者等の分野を超えた総合調整機能）
武蔵野市、地域包括支援センター運営協議会、地域自立支援協議会、赤十字病院、医師

会、歯科医師会、薬剤師会、市民社会福祉協議会の代表者

●在宅支援連絡会（＝全市的地域ケア会議機能）
武蔵野市、福祉公社、赤十字病院、医師会、 歯科医師会,薬剤師会、保健所、訪問看 護

ステーション、ケアマネージャー、ホームヘルパー etc.の実務担当者。多職種連携。

●地区別ケース検討会（＝エリア別地域ケア会議機能）
在宅介護支援センターが主催し、地域のケアマネジャーを中心に、医師や在宅サービス関

係者が集まり個別ケース検討や情報交換、施設視察（社会資源把握）などを行う。地域の課
題を把握・解決に向けた新しいサービス（認知症見守り支援・緊急ショート等）の検討など。

「すべての市民が生涯を通して住み慣れた地域で安心して過ごすこと

ができるように、地域生活にかかわる人や組織が、保健・医療・福祉・
教育などの分野を超えて連携し、継続的で体系的な支援を行う」
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「男性のための料理教室」お風呂で「不老体操」
公衆浴場で健康体操と入浴

重点的取り組み(1)
健康づくりと介護予防・孤立予防の推進＜全１９事業＞
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重点的取り組み(2)
認知症高齢者施策の推進

認知症になっても、安心して住みつづられ
るまちをめざして～認知症を知る月間～

認知症サポーターの養成講座
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年齢 人口
要介護
認定者
数

認知症高齢者の日常生活自立度

Ⅰ以上 Ⅱ以上

人数 割合 人数 割合

65-69 6,843 180 118 1.7% 80 1.2%

70-74 6,076 382 250 4.1% 162 2.7%

75-79 5,779 754 517 8.9% 344 6.0%

80-84 4,374 1,284 922 21.1% 632 14.4%

85- 4,341 2,763 2,364 54.5% 1,788 41.2%

合計 27,413 5,363 4,171 15.2% 3,006 11.0%
平成２３年７月１日現在

武蔵野市では65歳以上の10人に1人以上が認

知症高齢者です(平成23年7月調査）
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平成２３年７月１日現在

年齢が高くなるほど認知症高齢者の
割合が増えています

人

歳以上歳 歳 歳 歳

年齢別高齢者数と認知症高齢者の割合
（認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ以上）

6,843
6,076 5,779

4,374 4,341

1.2% 2.7%
6.0%

14.4%

41.2%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

65－69 70－74 75－79 80－84 85－
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■　認知症高齢者数の推移：自立度Ⅱ以上　■
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平成２３年７月１日現在

武蔵野市における認知症高齢者の推計値

(人) (人)
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認知症の人は私たちの身近に生活しています

平成２３年７月１日現在

自宅内

 55.9%

自宅外

44.1%

介護老人福祉施

設, 13.9%

介護老人保健施
設, 5.1%

介護療養型医療

施設, 1.9%

その他の施設（有

料老人ホーム等）,
10.7%

医療機関（医療保
険適用療養病床）,

2.1%

認知症対応型共
同生活介護適用

施設（グループ
ホーム）, 0.8%医療機関（療養病

床以外）, 8.8%

特定施設入居者

生活介護適用施
設（ケアハウス

等）, 1.0%

認知症高齢者の生活場所
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本人
普及啓発の推進 在宅生活の支援

相談事業の充実認知症高齢者ケア体系図

認知症サポーター等養成講座
キャラバンメイト養成講座
認知症を知る月間
（認知症を知るキャンペーン）
講演会
啓発用リーフレット配布
啓発用グッズ配布 等

認知症面談相談（在宅介護支援センター）
毎月第１・第３水曜日
10時～12時、13時～15時
認知症面談相談（市役所）
毎月第２木曜日
10時～12時、13時～15時
認知症を知る月間
（認知症を知るキャンペーン）
医療機関との連携

認知症高齢者見守り支援ヘルパー
はいかい高齢者等探索サービス
緊急ショートステイ
食事サービス
家族介護用品支給
火災安全システムの貸与
在宅高齢者訪問歯科健診
テンミリオンハウス 等

権利擁護事業

権利擁護事業（福祉公社）
地域福祉権利擁護事業
成年後見制度の利用支援

介護保険
サービス

在宅介護支援センター
地域包括支援センター

総合相談・訪問
介護保険、各種制度の申請
各関係機関との連携・調整
介護予防講座 等

介護予防事業

連携

通所サービス
夜間対応型訪問介護
認知症グループホーム 等

連

携 携

連

家族

地域住民
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介護保険外の武蔵野市独自の認知症高齢
者・家族への主なサービス
事 業 内 容

認知症相談認知症相談 面談相談（毎月第1・第3水曜日、第2木曜日）

認知症見守り支援ヘル認知症見守り支援ヘル
パー派遣事業パー派遣事業

専門的研修を受けた訪問介護員による介護保険給付対象外
の見守り・話し相手・散歩付き添いなどの支援(週4時間以内)

はいかい高齢者探索シスはいかい高齢者探索シス
テムテム

徘徊行動のある高齢者等にGPS専用端末機を携帯してもら
い、徘徊時の位置を家族等に知らせるシステム

火災安全システムの貸火災安全システムの貸
与与

ひとり暮らし・高齢者だけの世帯に、火災による緊急事態を防
止･対応するために電磁調理器や警報機を貸与

家族介護用品支給事業家族介護用品支給事業 介護用品(おむつ等)の支給により家族介護者の負担を軽減
(要介護3以上の市民税非課税世帯対象)

家族介護者の集い家族介護者の集い 「認知症の理解と介護の実践｣「語ろう、話そう、介護体験｣
「共感！！介護の体験」など

緊急ショートステイ緊急ショートステイ 特別養護老人ホーム等のショートステイ用ベッドを年間確保
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重点的取り組み(3)
保健・医療・福祉の連携強化

 医師会とケアマネジャーの連携に関する懇談会
 歯科医師会・ケアマネジャー・保険者連携懇談会
 武蔵野市独自の連携様式(介護情報提供書等)
 地区別ケース検討会（エリア別地域ケア会議）におけ

る医師会の先生を講師とする研修会と事例検討
 「脳卒中ネットワーク」の「脳卒中地域連携パス」（地

域連携診療計画書）による急性期・回復期から在宅
介護に至るまでの医療と介護の連携

 「認知症連携シート」による在宅相談機関・もの忘れ
相談医・専門病院・かかりつけ医の連携 など
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医療と介護の地域連携
武蔵野赤十字病院を中心とする脳卒中ネットワーク（脳血
管疾患は要介護の原因のトップ） 急

性
期
病
院

（治
療
・リ
ハ
ビ
リ)

回復期病院(リハビリ）

維
持
期
施
設

(

療
養
・
介
護)

在
宅

関連ページ：武蔵野市ホームページ → 健康福祉 → 高齢者 → 脳卒中地域連携診療計画書の本格的な運用を開始
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武蔵野市を中心とする北多摩南部脳卒中ネットワーク

地域連携診療計画書（連携パス）の構成と特徴

急性期から在宅まで４種類のパスで連携
○パスその１ ｢これからの生活プラン案」 ⇒急性期治療の段階で今後の長期に及ぶ治

療の将来像を提示（オーバービュー）

○パスその２｢リハビリにより機能が回復する｣⇒急性期病院から回復期病棟への情報

○パスその３｢安心して在宅療養を送ることができる｣ ⇒回復期病棟退院時に在宅診療

医師・介護保険ケアマネジャー・在宅サービス事業者への情報提供（退院時カンファ

レンスの概要も記載）

○パスその４ ⇒在宅生活を支える関係者と急性期治療を つなぐ（フィードバック機能に

より急性期→回復期→在宅・維持期→急性期と診療情報の循環が可能となる）

○医療機関と自治体と介護サービス関係者が協働して地域で患者を支えるシステム
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脳卒中地域連携診療計画書（連携パス）の流れ

急性期

急性期病院
救命救急ｾﾝﾀｰ
脳卒中ｾﾝﾀｰ
（武蔵野赤十字
病院・杏林大学病
院など）

回復期
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

病床

市中病院

介護老人
保健施設

在宅
医師会、行政、各在宅介護支

援センター、地域包括支援セ

ンター、障害者福祉センター、

ケアマネジャー、介護保険事

業所

療養型病床

回復期 維持期

その２ その３

その４

◆ ◆ ◆ ◆
その１



29

地域連携診療計画書（その１）

その１
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脳卒中地域連携診療計画書（連携パス）の流れ

急性期

急性期病院
救命救急ｾﾝﾀｰ
脳卒中ｾﾝﾀｰ
（武蔵野赤十字
病院・杏林大学病
院など）

回復期
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

病床

市中病院

介護老人
保健施設

在宅
医師会、行政、各在宅介護支

援センター、地域包括支援セ

ンター、障害者福祉センター、

ケアマネジャー、介護保険事

業所

療養型病床

回復期 維持期

その２ その３

その４

◆ ◆ ◆ ◆
その１
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その３
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三鷹武蔵野地区 認知症連携 イメージ

医 師 会

シート

シート

在宅認知症相談機関

武蔵野市・三鷹市

地域包括支援センター

在宅介護支援センター

周辺症状対応病院

療養病院

Planning by Working Group

３

１ ２

３ シート

４紹介状

相談事前チェックシート
（ご家族もしくは相談機関が記入）

相談機関→
医療機関連絡シート
（相談機関記入）

医療機関→
相談機関連絡シート
（もの忘れ相談医記入）

紹介状（もの忘れ相談医記入）

受診結果報告書
（専門病院記入）

経過報告書
（医療機関記入）

１

２

３

４

５

介護保険
サービス

かかりつけ医も の 忘 れ
相 談 医

専 門 病 院
(杏林大 学附属 病院・

武蔵野赤十字病院等）

サポート医
５ 報告書

６ 報告書

６
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武蔵野市地域包括支援センター

ケアマネジャー全体研修会
（H11.11.22 第 1 回開催）
＊従来２カ月に１回開催。平成 14

年 11 月より行政からの情報提供等

の研修会となる。

地区別ケース検討会（各在介支６ヶ所に事業展開エリア
ごとにケアマネジャーをグルーピング）

（平成 12年 10月開始）

健康課

武蔵野市医師会

主治医とケアマネジャーの
連 携 に 関 す る 懇 談 会    
（H12.9.20 設立）

障害者福祉課 生活福祉課高齢者支援課

事
務
局

研修

指導

助言･スーパーバイズなど

ケアマネジャー
   研修センター
（H14.11.1 開設）

① 体系的な研修会
(新任 ･現 任･専
門) の実施

② ケアプラン指導
研修事業

③ ケアプランに関
する相談･助言

｢武蔵野市新ケアマ
ネジャーガイドラ
イン｣編集･発行

武蔵野市歯科医師会

歯科医師会・ケアマネジャ
ー・保険者連携懇談会

（H18.1.19 設立）

通所介護・通所リハ

事業者連絡会議

（H12.4.19 設立）

介護保険施設・短期

入所事業者連絡会議

（H12.6.21 設立）

訪問介護事業者

連絡会議

（H12.4.18 設立）

福祉用具事業者

連絡会議

（H20.2.18 設立）

地域密着型サービス

事業者連絡会議

（H19.12.14 設立）

介護保険施設等

連絡会議

（H19.12.11 設立）

居宅介護支援事業者

連絡協議会

（H11.11.16 設立）

武蔵野市におけるサービスの質向上へ向けた介護保険事業者支援と医療・介護の連携

                                          平成21年 7月 23日 武蔵野市高齢者支援課

訪問看護事業者と訪問介護
事業者との調整会議

（H14.10.29 第１回開催）

コーディネーター会議
（H14.1.21 第１回開催）

在宅介護支援センター６ヶ所
包括ブランチ機能の付与
指定居宅介護支援事業者

訪問看護・訪問リハビリテーション
事業者連絡会議

（H21.7. 23 設立）
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３．地域包括ケアの推進へ向けた
都市自治体としての課題
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小規模多機能型居宅介護

「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じ、
随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、
中重度となっても在宅の生活を継続できるよう支援します。

事業所

泊まり

（ショートステイ）

通い

（デイサービス）

訪問

（訪問介護）

在宅生活をサポート♪
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小規模多機能型居宅介護の課題
－施設サービスでも居宅サービスでもない第３のカテゴリーとして地域密着型

サービスのエース的存在－

 「登録定員」25名以下で「通い」の利用者は定員の1/2～15名程度

・ 「通い利用者15名」を前提とした施設スペースと人員配置をしな
ければならない

 「通いを中心としたサービス」

・都市部は身近なところに飽和状態的に通所系サービスが存在

（武蔵野市の場合、10.73㎢の市域内に32ヵ所総定員811名）

・日中介護保険・夜間自費契約でのいわゆる「お泊りデイ」の増加

 東京都内では土地の確保・民家改修型が難しい

・建築基準法・東京都建築安全条例・まちづくり条例などの規制

⇒①「通い」利用者数の自由度を高め「訪問」「宿泊」も重視する柔軟
な運営の保証。②認知症ＧＨ併設型の促進。③「お泊りデイ」に対
しては質向上と安全確保に向け届出制か旅館法等の適用検討等。

地域包括ケア推進へ向けた都市自治体としての課題(1)
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２４時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所

随時対応

訪問サービス

定期巡回

サービス

訪問看護

サービス

要介護者の在宅生活を24時間365日支えるため、

日中・夜間を通して、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、
短時間の定期巡回型訪問と随時対応を行います。

在宅生活をサポート♪

連絡
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24時間対応定期巡回・随時対応型訪問介護看護の課題
－要介護者の在宅生活を２４時間３６５日支え「在宅生活の限界点を高める」地域包括ケ
アの象徴的サービス－

 実施保険者は全国で120保険者、利用者2,083人/日（平成24年
度末実績）

・武蔵野市は訪問看護連携型１事業者・利用者15～20名/月、夜間
対応型訪問介護（利用者数約180名）を併設

 夜間対応型訪問介護との役割分担

・退院直後は定期巡回・随時対応型訪問介護看護→安定したら夜
間対応型訪問介護と日中サービス、末期がんケアなど、効果的
サービスモデルの普及促進

 訪問看護との連携の難しさ

・直営の場合：看護師確保が課題・連携型の場合：2,920単位の壁

⇒①医療と介護の連携による退院支援の仕組みづくり。②ケアマネ
ジャーや利用者だけでなく病院医療連携室ＭＳＷへの利用提案。

地域包括ケア推進へ向けた都市自治体としての課題(2)
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都市部ならではの新しいサービスの開発の検討

 独り暮らし高齢者の増加への対応
・安否確認のための毎日定時の”安心見守りコール”（オプションで
緊急時対応可能とすることで遠方に住む家族も安心）

 「すまい」の選択の多様性
・高齢者の既存一戸建てや空き家を利用した「異世代シェアハウ
ス」（「集合住宅」・「寄宿舎」ではなく「住宅」として取り扱う）

・高齢者住宅を子育て世代に貸し出す「住み替え支援事業」
 軽度者の介護保険給付からの対象外化への対応

・力のある住民互助組織やＮＰＯは介護保険施行後、介護保険事
業者化→地域互助活動の再生復活を図るか、地域支援事業・市
単独事業・社協・シルバー人材センター等の活用か、民間自費
サービス等に委ねるかの選択

⇒軽度者への医療サービス（訪問看護・訪問リハ等）が課題

地域包括ケア推進へ向けた都市自治体としての課題(3)

ご清聴ありがとうございました


